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はじめに 
tomato mottle mosaic virus（ToMMV）は、トマト等に感染するウイルスであり、発病したトマト

株は、果実にえそ斑、成熟不良等、葉に奇形、えそ斑、壊死等の症状を示す（Ishibashi et al., 2023; 
Maudarbaccus et al., 2021）。ToMMVは、2009年にメキシコで初めて発見され、その後数年でアメ

リカ合衆国、イスラエル、スペイン、中華人民共和国、オーストラリア等に発生が拡大している

（Ishibashi et al., 2023; Li et al., 2013）。 
日本においては、ToMMV は植物防疫法施行規則別表１において「まん延した場合に有用な植物

に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物」に規定されており、同施行規則別表２

の２に規定されている国又は地域に該当する宿主植物については、輸出国においてToMMV に対す

る核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査を必要としている（農林省, 
1950a, b）。 
今般、ToMMV の発生国について新たな情報が得られたことから、改めて ToMMV に対する現行

の検疫措置の有効性を検討するため、病害虫リスクアナリシスを実施した。 
 
Ⅰ リスクアナリシス対象の病害虫の生物学的情報（有害植物） 
１．学名及び分類 
（１）学名（ICTV, 2025） 

Tobamovirus maculatessellati 
※ 近年、ICTVによる命名ルールの見直しがあり、分類学上は二名法による記載が正式なものとされてい

るが、本報告書においては従来名称である tomato mottle mosaic virus（ToMMV）を使用することとする。 

 
（２）英名、和名等 

情報なし。 
 
（３）分類（ICTV, 2025） 

種類：ウイルス 
科：Virgaviridae 
属：Tobamovirus 

 
（４）シノニム 

tomato mottle mosaic virus（ToMMV） 
 
（５）系統等 

情報なし。 
 
（６）その他 

近年、ToMMVが属するTobamovirus属は、トマトなどナス科植物において、ToMMV、tomato 
brown rugose fruit virus（ToBRFV；日本未発生）等の新種の発見や、短期間での各地への発生

拡大が報告されている（久保田, 2016）。本属には、ToBRFV、tomato mosaic virus（ToMV：日

本既発生）や、Rehmannia mosaic virus（ReMV；日本既発生）等、トマトに被害を与える近縁

種が含まれる（久保田, 2016; 日本植物病理学会, 2025; García-Estrada et al., 2022; Sui et al., 
2017）。 

 



2 

２．地理的分布 
（１）国又は地域（詳細は別紙１参照。下線部は令和８年２月24日改定時に追加） 

アジア：インド、中華人民共和国 
中東：イスラエル、イラン 
欧州：スペイン、チェコ 
北米：アメリカ合衆国 
中南米：ブラジル、メキシコ 

 
※ 令和３（2021）年２月、日本の輸入検査において、台湾が発給し、産地が台湾と記載された検査証明書

を添付して輸入されたトウガラシ（ピーマン）（Capsicum annuum var. grossum）種子から、ToMMVが

検出された事例があった。その後、台湾側から調査結果として、ToMMVが検出された種子は台湾産では

なくベトナム産及びミャンマー産であったことが示された。しかし、令和３（2021）年11月、日本の輸

入検査において台湾産トマト種子からToMMVが検出された（農林水産省植物防疫所, 2025）。 

 

※ 上記の検出事例を受け、台湾に対しては植物防疫法施行規則別表２の２の41項（以下、同項）に基づ

く精密検定の実施及び検査証明書への追記を要請しており、令和４（2022）年１月16日以降に発行され

た本ウイルスに係る追記がされていない検査証明書を添付し輸入された対象植物については、廃棄又は

返送の措置を行っている（農林水産省植物防疫所, 2025）。 

ベトナム及びミャンマーに対しては、同項に基づく精密検定の実施及び検査証明書への追記を要請し

ており、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合は輸入検査時に精密検定を実施して

いる（農林水産省植物防疫所, 2025）。 

 
（２）生物地理区 

ToMMVは、旧北区、新北区、東洋区及び新熱帯区の４区に分布する。 
 
３．宿主植物及びその日本国内での分布 
（１）宿主植物（詳細は別紙２参照。） 

ナス科：キダチトウガラシ（Capsicum frutescens）、トウガラシ（C. annuum）、トマト

（Lycopersicon esculentum (=Solanum lycopersicum)）、ナス（Solanum melongena） 
マメ科：エンドウ（Pisum sativum） 

 
※ ToMMVは、接種試験により、タバコ（Nicotiana tabacum）、ツクバネアサガオ（Petunia hybrida）等

の複数のナス科植物や、キノア（Chenopodium quinoa）等でも感染が確認されている。なお、RT-PCR

法で陽性となった植物でも、症状が現れるものもあれば、無症状のものもあった（Sui et al., 2017）。ま

た、ほ場から採取されたナス生果実にToMMVと tobacco mild green mosaic virus（TMGMV：日本既発

生）が複合感染していた報告があり、その感染率は20～40%であったが（Chai et al., 2018）、現在のと

ころ、ナスへのToMMVの単独感染の報告はない。 

 

※ 中国のほ場で採取されたタバコ及びイタリアの種子コレクションに所蔵されたヒヨコマメ（Cicer 

arietinum）の種子を用いて栽培した植物から、塩基配列解析によって ToMMV が検出されたことが報告

されている（Dong et al., 2020; Pirovano et al., 2015）。また、イランのほ場で採取されたインゲンマメ

（Phaseolus vulgaris cv. Red kidney）からToMMVが検出されている（Alavi and Massumi, 2014; Li et al., 

2017）。しかし、これらは接種試験等による確認が十分に行われていないため、現時点ではタバコ、ヒヨ

コマメ及びインゲンマメは継続調査とする。 
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（２）日本国内における宿主植物の分布及び栽培状況 
ToMMVの宿主植物であるエンドウ、トマト、ナス及びトウガラシ属は47都道府県で栽培さ

れている。 
 

４．感染部位及びその症状 
ToMMVの感染部位は、葉及び果実を含む植物全体である。 
トマトの感染株では、全身に萎ちょう等の症状が現れる。葉には奇形、モザイク、斑紋、退緑、

えそ斑等の症状が生じる。花柄及び花冠には壊死がみられ、果実には、黄色のえそ斑、壊死、不

均一な成熟、小さく硬い未熟な奇形果実が生じる（Ishibashi et al., 2023; Maudarbaccus et al., 
2021; Tettey et al., 2022; Zhan et al., 2018）。 
キダチトウガラシでは、葉の退緑、モザイク、壊死等の症状がみられ、トウガラシ（ピーマン）

では葉の斑紋、壊死、発育不良等の症状が報告されている（Li et al., 2014, 2017）。 
エンドウでは、上位葉にモザイク、退緑、奇形の症状が生じたことが報告されている（Zhang et 
al., 2022）。 

 

５．移動分散方法 
（１）自然分散 

ToMMVは土壌伝染する。ToMMV感染トマト及びトウガラシ苗を栽培した後の土壌に、トマ

ト及びトウガラシの健全種子を播種（はしゅ）したところ、これらの苗の約80%からToMMV
が検出されたことが報告されている（Li et al., 2020）。 

ToMMV の自然分散方法についてその他の報告はないが、ToMMV と同属の Tobamovirus 属

では、ToBRFVが近接植物間で接触伝染することが報告されている（Levitzky et al., 2019）。 
また、ToMMVのベクターによる伝搬に関する報告はないが、Tobamovirus属のToBRFVは、

花粉媒介昆虫として利用されているセイヨウオオマルハナバチ（Bombus terrestris；日本既発

生）の花粉収集行動によって傷ついた植物の部位から機械的に感染する旨の報告がある

（Levitzky et al., 2019）。 
 

※ Tobamovirus 属のウイルスは、施設栽培における循環水により分散するとの報告がある（Salem et al., 

2016）。しかし、Tobamovirus 属のウイルスの水媒伝染に関する報告は十分でないことから、現段階では

ToMMVの水媒伝染の可能性は評価に含めない。 

 
（２）人為分散 

ToMMV が機械的伝染することを検証した報告はない。しかし、Tobamovirus 属のウイルス

は、物理的接触、農作業者の手、器具、温室の構造物、園芸用ロープ等を介して、また、トラ

クターの走行に伴って急速に伝染することが報告されていることから、ToMMV も機械的伝染

すると考えられている（Dombrovsky and Smith, 2017）。 
Tobamovirus 属のウイルスは、種子伝染による感染率が非常に低いものや種子伝染しないも

のもあるが、種子伝染性を有する複数の種が報告されている（Dombrovsky and Smith, 2017）。
また、Tobamovirus 属のウイルス粒子は極めて安定で、種子中で最大数年間、感染力が保持さ

れる（Dombrovsky and Smith, 2017）。ToMMVの種子伝染については詳細に検証されていない

が、トウガラシ及びトマトの種子からToMMVが検出された事例が複数報告されている（EPPO, 
2022; Lovelock et al., 2020; Tiberini et al., 2022; Turina et al., 2016）。このことから、ToMMVは

種子伝染すると推測される。 
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６．生態 
（１）中間宿主及びその必要性 

情報なし。 
 
（２）伝染環 

ToMMVは土壌伝染すること（Li et al., 2020）、また、その他のTobamovirus属のウイルスで

は栽培作業等による機械的伝染及び種子伝染の複数の感染経路が報告されていることから

（Dombrovsky and Smith, 2017）、ToMMVも同様に複数の伝染環を持つ潜在性がある。 
 
（３）植物残さ中等での生存 

Tobamovirus 属のウイルスは、植物残さ、土壌及び粘土中において数か月から数年もの間、

活性を維持できるとの報告がある。また、花粉媒介昆虫、段ボール、パレット、輸送資材、器

具、衣類、車両、杭（くい）等の表面においても数か月間活性を維持できるとの報告があるこ

とから（EPPO, 2022; Dombrovsky and Smith, 2017）、ToMMVも同様の性質を持つ潜在性があ

る。 
 
（４）耐久生存態 

情報なし。 
 

７．媒介性又は被媒介性 
ToMMVにおける情報はないが、Tobamovirus属のToBRFVは、トマトの授粉に利用されてい

るセイヨウオオマルハナバチの花粉収集行動によって傷ついた植物の部位から機械的に伝染した

との報告があることから（Levitzky et al., 2019）、ToMMVもToBRFVと同様に昆虫によって伝搬

される潜在性がある。なお、日本では、セイヨウオオマルハナバチが北海道に定着していること

から、外来生物法（環境省, 2004）に基づき「防除実施計画」を作成し、防除活動が行われてい

る。セイヨウオオマルハナバチの潜在的な飛行可能距離は数kmとされ、帰巣実験では9.8kmま

で記録されている（北海道立総合研究機構, 2017）。 
 

８．被害の程度 
イスラエル北部にあるトマトの栽培施設において、20%の株に深刻なモザイク症状とシダの葉

状の変形葉（fern-like leaf deformations）がみられ、感染株からの生産が減少したことが報告され

ている（Turina et al., 2016）。また、中国海南省ではトマト栽培施設及びほ場において生産量が大

幅に減少したことが報告されている（Zhan et al., 2018）。その他、具体的な被害規模や被害額等

に関する情報はない。 
 
９．防除 

ToMMV に対する防除情報は得られなかったが、以下のTobamovirus 属の一般的な防除法及び

同属のToMVの新系統が日本国内のトマト生産地で発生した際の防除法が参考となる。 
（１）耕種的防除法 

Tobamovirus 属の防除では感染させないことが重要であるため、健全種子又は抵抗性品種を

使用する。健全種子が入手できない場合は、次亜塩素酸ナトリウム溶液で、播種前に種子を消

毒する。ただし、同溶液で処理した種子は発芽率が低下する可能性がある（Smith and 
Dombrovsky, 2019; Baker and Adkins, 2000）。また、ToMMVでは抵抗性品種の育成は確立して

いないが、ToMVの抵抗性トマト品種のうち、品種「cluster tomato」はToMMVにも抵抗性が
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あるとの報告がある（Sui et al., 2017）。 
Tobamovirus属は接触伝染し、管理作業で容易にほ場全体にまん延する（津田, 2006）。この

ため、栽培資材及び器具を消毒し、管理作業で植物に損傷を与えないようにする（Smith and 
Dombrovsky, 2019; Baker and Adkins, 2000）。また、発病株に触れた手指は石けんでよく洗う

（高知県, 2012）。健全株への伝染を防ぐため、発病株を見つけたら直ちに抜き取り処分し、植

物残さは残さない（栃木県, 2011; 高知県, 2012; 久保田, 2016）。 
保有宿主（reservoir：自然界で病原体が存続するための病原巣）となる雑草の除去及びトマ

ト栽培での授粉用マルハナバチの新しい巣箱の使用は一次感染の防止に有効である（Smith and 
Dombrovsky, 2019; Levitzky et al., 2019）。 
発生ほ場では次作での再発を防ぐため、可能であれば１作はトマトを栽培しない（久保田, 

2016）。たん水を行うとウイルスが不活化しにくくなるため、発病がみられた作期の終了後は

たん水を控える（高知県, 2012）。 
 
（２）化学的防除法 

Tobamovirus 属には土壌伝染を防ぐ目的での臭化メチル剤による移植前の土壌くん蒸が有効

であるが、同剤に代わるくん蒸剤は知られていない（津田, 2006; 竹内, 2000）。 
日本国内では、Tobamovirus属５種※に対する接触及び感染阻止剤として、シイタケ菌糸体抽

出物が農薬登録されている（津田, 2006; FAMIC, 2025）。 
 

※ToMV、TMV、pepper mild mottle virus（PMMoV）、cucumber green mottle mosaic virus（CGMMV）
及びodontoglossum ringspot virus；いずれも日本既発生（日本植物病理学会, 2025）。 

 

１０．診断、検出及び同定 
（１）生物検定法 

ToMMVの検定植物としてタバコ（品種：‘White Burley’）が知られる（Turina et al., 2016）。 
 
（２）血清学的手法 

TMV 及び ToMV 検出用の市販の ELISA キット又は TMV 検出用の市販のイムノクロマトキ

ットで ToMMV の検出が可能であるが、TMV 及び ToMV との識別はできない。このため、

ToMMV の識別には次項の遺伝子診断法により同定を行う必要がある。ELISA の検出感度は粗

汁液で1,280倍希釈まで検出可能であった（Menzel et al., 2019; Sui et al., 2017）。なお、ToMMV
のみを対象としたELISAキットは販売されていない。 
この他、感染植物の植物体や粗汁液から、ToMMV のモノクローナル抗体を使用した Dot-

enzyme immunoassay等によりToMMVを検出している（Li et al., 2021; Zhang et al., 2022）。 
 
（３）遺伝子診断法 

ToMMVはToMVと遺伝子配列の相同性が高い（Ambros et al., 2017）。このことから、TMV、
ToMV及びToMMVの保存領域から設計したプライマーを用いたRT-PCR法で検出可能との報

告がある（Sui et al., 2017; Padmanabhan et al., 2025）。 
マルチプレックスRT-PCR法でトマトに感染するTobamovirus属（ToMMV、TMV、ToMV、

ToBRFV及び tomato mosaic Ohio virus）からToMMV、TMV、ToMVの３種を特異的に検出し

た報告がある。このことから、ToMMVを識別する特異的プライマーを用いたRT-PCR法によ

り検出可能である。pepino mosaic virus、tomato spotted wilt virus、tomato chlorotic spot virus、
tomato yellow leaf curl virus、CGMMV、PMMoV、potato spindle tuber viroid及びToBRFVとの
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非特異的反応は認められず、検出感度はマルチプレックスRT-PCR法で粗汁液1,000倍希釈ま

で検出可能であった（日本植物病理学会, 2025; Sui et al., 2017）。また、RT-LAMP法によりト

マト生葉から、RT-qPCR 法によりトマト種子から特異的に ToMMV を検出したとする報告も

ある（Kimura et al., 2023; Fowkes et al., 2022）。 
なお、トマト及びトウガラシの種子については、Tobamovirus 属（TMV、ToMV、ToMMV、

ToBRFV及びPMMoV）を対象とした International Seed Federation（ISF）の検出プロトコル

が存在する（ISF, 2019a; ISF, 2019b）。 
 

１１．日本における輸入検疫措置 
ToMMVは、植物防疫法施行規則（農林省, 1950a）別表１に規定されている検疫有害植物であ

り、同施行規則別表２の２に規定されている国又は地域からのトウガラシ及びトマトの種子であ

って栽培の用に供するもの並びにエンドウ、キダチトウガラシ、トウガラシ、トマト及びナスの

生植物（種子及び果実を除く。）であって栽培の用に供するものについては、核酸の塩基配列を検

出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、ToMMV に侵されていない旨を

検査証明書に特記することを要求している。 
 
１２．諸外国における輸入検疫措置 
（１）オーストラリア（BICON, 2019, 2025; DAFF, 2025） 

2019 年 11 月 19 日からの緊急措置として、トマト及びトウガラシ属（Capsicum annuum 
species complex（=C. annuum, C. chinense, C. frutescens））の栽植用種子について、ToMMVに

対するPCR 検定の結果、ToMMV が検出されないことを要求している。詳細は以下のとおり。 
・ 輸出前又は輸入時にToMMVに対するPCR検定を受ける必要がある。 
・ 輸出前に当該PCR検定を行う機関は、オーストラリア政府に承認される必要がある。 
・ 検定結果報告書又は／及び検査証明書の追記には、オーストラリア連邦政府農業省

（Australian Government Department of Agriculture）（以下「農業省」という。）によって承

認されたプライマー及びプロトコルを用いてToMMV及びToBRFVに対する検定が実施さ

れた旨を記載しなければならない。 
・ サンプルサイズは通常ロットでは20,000粒（小ロットの場合20%）、サブサンプル400粒

を50回検定する。 
 
（２）ニュージーランド（MPI, 2025） 

すべての国のトマト及びトウガラシ属の種子に対して、次のいずれかの条件を満たし、検査

証明書にその旨の追記することを要求している。 
・ ISPM 8（FAO, 2021）に基づき決定されたToMMVの病害虫ステータスが不在（absent）
の地域、又はToMMVの無発生地域又は無発生生産地で産出されたものであること 

・ 種子検定協会（ISTA）若しくは公認種子アナリスト協会（AOSA）の抽出方法に準拠した

方法で無作為に抽出したサンプル種子 3,000 粒以上について、ELISA 又はPCR 法による検

定を行った結果、ToMMVが検出されないこと 
・ 15,000 粒未満の小ロットの場合は、NPPO が承認した方法による栽培中の検定で無病が 
確認された親株から生産されたものであること 

 
（３）台湾（APHIA, 2025） 

中華人民共和国、イスラエル、イラン、ベトナム、スペイン、チェコ、メキシコ、アメリカ

合衆国及びブラジルからのナス属及びトウガラシ属の種子に対して、輸出国での植物防疫機関
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による室内検定の結果、ToMMV が検出されない旨を検査証明書に追記することを要求してい

る。 
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Ⅱ 病害虫リスクアナリシスの結果 
第１ 開始（ステージ１） 
１．開始 

tomato mottle mosaic virus（ToMMV）に対する現行の検疫措置の有効性を検討するため、病

害虫リスクアナリシスを実施する。 
 
２．対象となる有害動植物 

tomato mottle mosaic virus（ToMMV）を対象とする。 
 
３．対象となる経路 

リスクアナリシス対象の病害虫の生物学的情報の「２．地理的分布」に示す「国又は地域」か

らの「３．宿主植物及びその日本国内での分布」に示す「宿主植物」であって、「４．感染部位及

びその症状」に示す「感染部位」を含む植物を対象とする。 
 
４．対象となる地域 

日本全域を対象とする。 
 
５．開始の結論 

ToMMVを開始点とし、その発生地域から輸入される植物を経路とした日本全域を対象とする

病害虫リスクアナリシスを開始する。 
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第２ 病害虫リスク評価（ステージ２） 
１．有害動植物の類別 

ステージ１で特定された有害動植物について、国内における発生及び公的防除の有無、定着及

びまん延の潜在性並びに経済的影響を及ぼす潜在性について調査し、検疫有害動植物となる潜在

性を有するかを検討する。なお、以下の（１）～（３）の評価項目を満たしていない場合は、そ

れが判明した時点で評価を中止できるものとする。 
 

（１）有害動植物の国内での発生の有無及び公的防除の有無等 
tomato mottle mosaic virus（ToMMV）は国内未発生である。 

 
（２）定着及びまん延の潜在性 

ToMMVは、土壌伝染する。また、ToMMVの宿主植物であるエンドウ、トマト、ナス及びト

ウガラシ属は47都道府県で栽培されていることから、ToMMVが国内に入り込んだ場合、定着

及びまん延するおそれがある。 
 
（３）経済的影響を及ぼす潜在性 

イスラエル北部のトマト栽培施設において20%の株にToMMVの病徴がみられ、感染株から

の生産が減少したことが報告されている。また、中国海南省ではトマト栽培施設及びほ場にお

いて生産量が大幅に減少したことが報告されている。トマトがToMMVに感染すると、商品部

位である果実に壊死、成熟不良、奇形がみられることから、ToMMV が国内に入り込み、定着

及びまん延した場合、経済的影響を及ぼすおそれがある。 

 
（４）評価にあたっての不確実性 

特になし。 
 
（５）有害動植物の類別の結論 

ToMMV は国内未発生であるが、宿主植物であるトマト及びトウガラシは国内で広く栽培さ

れていること、ToMMVは土壌伝染することから、ToMMVが国内に入り込んだ場合、定着及び

まん延するおそれがある。また、イスラエル及び中国のトマト栽培施設において、ToMMV の

発生により減収が報告されていること、トマトに感染すると商品部位である果実にも症状が現

れることから、国内においても経済的影響を及ぼすおそれがある。 

したがって、ToMMVは検疫有害動植物となる潜在性を有することから、引き続き「２．農

業生産等への影響の評価」で評価を行う。 

 
２．農業生産等への影響の評価 
（１）定着の可能性の評価 

ア リスクアナリシスを実施する地域における潜在的検疫有害動植物の生存の可能性 
（ア）潜在的検疫有害動植物の生存の可能性 

国内において、ToMMV の宿主植物であるトマトやナスは施設栽培が行われており、感

染可能な植物が周年で存在する。 
ToMMV は土壌伝染することが明らかにされており、また、Tobamovirus 属のウイルス

は栽培作業を通じ機械的伝染及び種子伝染すること、植物残さや段ボール等の様々な場所

で数か月間活性を維持できること、さらに、近縁種のToBRFVはセイヨウオオマルハナバ

チの花粉収集行動によって傷ついた植物の部位から機械的に感染することが知られている。
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ToMMV も同属のウイルスと同様の性質を持つ潜在性があると考えられることから、

ToMMVが入り込んだ場合、生活環の維持が可能であり、国内に定着できると判断した。 
（イ）リスクアナリシスを実施する地域における中間宿主の利用可能性 

中間宿主が必須との情報は得られていない。 
（ウ）潜在的検疫有害動植物の繁殖戦略 

ToMMVは有害植物であるため、評価基準に基づき５点と評価した。 
 

イ リスクアナリシスを実施する地域における寄主又は宿主植物の利用可能性及び環境の好適

性 
（ア）寄主又は宿主植物の利用可能性及び環境の好適性 

ToMMVの宿主植物であるエンドウ、トマト、ナス及びトウガラシ属は47都道府県で栽

培されている。ToMMV にとって好適な環境が日本全域に存在することから、評価基準に

基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の宿主範囲の広さ 

ToMMVが宿主とする植物の科は、ナス科及びマメ科の２科が知られている。 
（ウ）有害動植物の侵入歴 

ToMMVは旧北区、新北区、東洋区及び新熱帯区の４区に分布する。よって、評価基準に

基づき４点と評価した。 
 

ウ 定着の可能性の評価結果 
評価した項目の評価点の平均から、定着の可能性の評価点は５点満点中の 4.7 点（小数

第二位を四捨五入）となった。 

 
（２）まん延の可能性の評価 

ア 自然分散（自然条件における潜在的検疫有害動植物の分散） 
（ア）ベクター以外による伝染 

ａ 移動距離 
ToMMV は土壌伝染する。また、Tobamovirus 属のウイルスは、近接植物間で接触伝

染することが知られており、同属のToMMVも同様の様式で分散することが考えられる。

よって、評価基準に基づき１点と評価した。 
ｂ 伝染環数 

ToMMV は土壌伝染する。また、Tobamovirus 属のウイルスは、近接植物間で接触伝

染することから、同属のToMMVも同様の様式で分散することが考えられる。よって、

複数の伝染環が存在すると考えられるため、評価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）ベクターによる伝搬 

ａ ベクターの移動距離 
ToMMV がベクターによって伝搬されるとの報告はない。しかし、近縁種の ToBRFV

はセイヨウオオマルハナバチの花粉収集行動によって傷ついた植物の部位から機械的に

伝搬することから、ToMMV も同様の様式で伝搬する可能性がある。セイヨウオオマル

ハナバチの潜在的な飛行可能距離は数kmとされ、帰巣実験では9.8kmまで記録されて

いる。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 
ｂ 伝搬様式 

近縁種のToBRFVは、セイヨウオオマルハナバチの花粉収集行動によって傷ついた植

物の部位から機械的に感染することが報告されている。セイヨウオオマルハナバチ又は
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その近縁種がToMMVを伝搬すると仮定した場合、その伝搬様式はToBRFVと同様であ

ると推定した。よって、評価基準に基づき２点と評価した。 
 

イ 人為分散 
（ア）農作物を介した分散 

ToMMVの宿主植物であるエンドウ、トマト、ナス及びトウガラシ属は47都道府県で栽

培されていることから、評価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）非農作物を介した分散 

ToMMV が非農作物を介して分散することは証明されていないが、Tobamovirus 属のウ

イルスは農作業用の道具や器具、作業員の手や衣服に付着し伝染することが知られており、

ToMMV も同様の様式で分散することが考えられる。よって、評価基準に基づき５点と評

価した。 
 

ウ まん延の可能性の評価結果 
評価した項目の評価点の平均から、まん延の可能性の評価点は５点満点中の 4.3 点（小

数第二位を四捨五入）となった。 

 
（３）経済的重要性の評価 

ア 直接的影響 
（ア）影響を受ける農作物又は森林資源 

ToMMV の宿主植物であるエンドウ、トマト、ナス、及びトウガラシ属の農産物産出額

は、3447.8億円となる。よって、評価基準に基づき４点と評価した。 
（イ）生産への影響 

ToMMV の宿主植物であるトマト、トウガラシ及びナスは、生産農業所得統計の対象で

ある。トマトについては商品部位に直接的に被害が生じる。よって、評価基準に基づき４

点と評価した。 
（ウ）防除の困難さ 

ToMMVに対する公的防除の情報は得られなかった。 
（エ）直接的影響の評価結果 

上記２項目の評価点の積は 16 点となり、評価基準に基づき直接的影響の評価点は４点

となった。 
 

イ 間接的影響 
（ア）農作物の政策上の重要性 

ToMMVの宿主植物であるトマト、ナス及びトウガラシ（ピーマン）は、「野菜生産出荷

安定法施行令」で定める指定野菜に該当することから、評価基準に基づき１点と評価した。 
（イ）輸出への影響 

オーストラリアは、2019 年 11 月 19 日からの緊急措置としてトマト及びトウガラシ属

（Capsicum annuum species complex（=C. annuum, C. chinense, C. frutescens））の栽植

用種子について、ToMMV に対する精密検定を要求しているが、輸入禁止等の措置までは

執られていない。よって、本項目は評価しない。 
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ウ 経済的重要性の評価結果 
直接的影響の評価点と間接的影響の評価点の和から、経済的重要性の評価点は５点満点中

の５点となった。 

 
（４）評価における不確実性 

ToMMV は、新しい種のため情報は限られている。自然分散及び人為分散については、

Tobamovirus属の他のウイルスの情報を参考に評価したため、不確実性が高い。 
 

（５）農業生産等への影響評価の結論（病害虫固有のリスク） 
定着及びまん延の可能性並びに経済的重要性の３項目の評価点の積は99.2 点（小数第二位

を四捨五入）となり、ToMMVの農業生産等への影響の評価を「高い」と結論付けた。 

 
３．入り込みの可能性の評価 

項目 評価における判断の根拠等 

（１）感染部位 植物全体、種子（トウガラシ及びトマト） 

（２）国内に入り込む可能性

のある経路 

入り込む可能性のある経路は〔栽植用植物〕、〔栽植用種

子〕、〔消費用生植物〕及び〔消費用乾燥植物類〕が考えられ

る。なお、花粉については、ToMMVが含まれるTobamovirus
属の伝搬メカニズムにおいて、授粉により直接種子が感染する

報告はないため、経路から除外した。 

用途 部位 経路となる可能性 

ア 栽植用植物 植物全体 ○ 

イ 栽植用種子 
種子（トウガ

ラシ及びトマ

ト） 
○ 

ウ 消費用生植物 茎葉及び果実 ○ 

エ 消費用乾燥植物類 茎葉及び果実 ○ 

（３）宿主植物の輸入検査量 別紙３参照 

※ 本来の用途ではない目的に利用されることが想定される場合は、その想定される用途の評価

結果を適用する（例えば、消費用途の植物が栽培用として利用される場合など）。 
 
（４）入り込みの可能性の評価 

ア 栽植用植物 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

ウイルス等の有害植物に感染している栽植用植物は、原産地で有害植物の活性に影響を

与える加工処理等は実施されていないことから、ToMMV は輸送中に活性を維持する可能

性が高い。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 

ウイルス等の有害植物は目視では確認できない。よって、評価基準に基づき５点と評価

した。 
（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 
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栽植用植物は、直接栽培施設、ほ場等へ持ち込まれる。よって、評価基準に基づき５点

と評価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

栽植用植物は、栽植用として利用されることで入り込みが完了する。よって、評価基準

に基づき５点と評価した。 
（オ）評価における不確実性 

特になし。 
 

栽植用植物の入り込みの可能性の評価の結論 
評価を行った項目における評価点の平均値は５点であり、栽植用植物を経路とした場

合のToMMVの入り込みの可能性の評価を「高い」と結論付けた。 

 
イ 栽植用種子（種子への感染が確認されているトウガラシ及びトマトのみ） 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

ウイルス等の有害植物に感染している栽植用種子は、原産地で有害植物の活性に影響を

与える加工処理等は実施されていないことから、ToMMV は輸送中に活性を維持する可能

性が高い。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 

ウイルス等の有害植物は目視では確認できない。よって、評価基準に基づき５点と評価

した。 
（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 

栽植用種子は、直接栽培施設、ほ場等へ持ち込まれる。よって、評価基準に基づき５点

と評価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

栽植用種子は、栽植用として利用されることで入り込みが完了する。よって、評価基準

に基づき５点と評価した。 
（オ）評価における不確実性 

トウガラシ及びトマト種子から ToMMV の検出事例があるものの、ToMMV の種子伝染

については確かな報告はなく、Tobamovirus 属の他のウイルスが種子伝染をすることを参

考に評価しているため、評価には不確実性を伴う。 
 

栽植用種子の入り込みの可能性の評価の結論 
評価を行った項目における評価点の平均値は５点であり、栽植用種子を経路とした場

合のToMMVの入り込みの可能性の評価を「高い」と結論付けた。 

 
ウ 消費用生植物 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

原産地でToMMV の生存率に影響を与える加工処理等は実施されていない。よって、評

価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 

ウイルス等の有害植物は目視では確認できない。よって、評価基準に基づき５点と評価

した。 
（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 



14 

ToMMVの宿主植物であるエンドウ、トマト、ナス及びトウガラシは47都道府県で栽培

されている。よって、評価基準に基づき４点と評価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

ToMMV に感染した宿主植物が輸入された場合、当該植物から国内に存在する宿主植物

への自然分散の方法は、セイヨウオオマルハナバチ等の花粉収集行動によって傷ついた植

物の部位から機械的に伝搬することが考えられる。しかし、通常、消費用生植物は栽培地

ではなく消費地へ運ばれ、短期間のうちに消費されるため、そこからセイヨウオオマルハ

ナバチ等によりToMMVが国内に存在する宿主植物へ自然分散する可能性は無視できる。

よって、評価基準に基づき評価中止とした。 
（オ）評価における不確実性 

特になし。 
 

消費用生植物の入り込みの可能性の評価の結論 
消費用生植物を経路とした場合のToMMVの入り込みの可能性は、「無視できる」と結

論付けた。 

 
エ 消費用乾燥植物類 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

原産地でToMMV の生存率に影響を与える加工処理等は実施されていない。よって、評

価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 

ウイルス等の有害植物は目視では確認できない。よって、評価基準に基づき５点と評価

した。 
（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 

ToMMVの宿主植物であるエンドウ、トマト、ナス及びトウガラシは47都道府県で栽培

されている。よって、評価基準に基づき４点と評価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

ToMMV に感染した宿主植物が輸入された場合、当該植物から国内に存在する宿主植物

への自然分散の方法は、植物残さによる分散が考えられる。しかし、通常、消費用乾燥植

物は栽培地ではなく消費地に運ばれ短期間のうちに消費されるため、ToMMV が消費用乾

燥植物から国内の栽培地に自然分散する可能性は無視できる。よって、評価基準に基づき

評価中止とする。 
（オ）評価における不確実性 

特になし。 
 

消費用乾燥植物類の入り込みの可能性の評価の結論 
消費用乾燥植物類を経路とした場合のToMMVの入り込みの可能性は、「無視できる」

と結論付けた。 

 
４．ToMMVの病害虫リスク評価の結論 

ToMMV は検疫有害植物であり、栽植用植物及び栽植用種子を経路として入り込み、農業生産

等へ影響を及ぼす可能性があると評価した。 
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農業生産等への影響の評価の

結論（病害虫固有のリスク） 

入り込みの可能性の評価 
病害虫リスク評価の

結論 
用途 結論 

高い 

ア 栽植用植物 高い 高い 

イ 栽植用種子（トウ

ガラシ及びトマト） 
高い 高い 

ウ 消費用生植物 無視できる 無視できる 

エ 消費用乾燥植物類 無視できる 無視できる 
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第３ 病害虫リスク管理（ステージ３） 
病害虫リスク評価の結果、tomato mottle mosaic virus（ToMMV）はリスク管理措置が必要な検

疫有害植物であると判断されたことから、ステージ３において、発生国からの宿主植物の輸入に

伴うToMMVの入り込みの可能性を低減するための適切な管理措置について検討する。 
 
１．ToMMVに対するリスク管理措置の選択肢の検討 

選択肢 方法 有効性及び実行可能性の検討 
実施主体 
（時期） 

有効性 
実行 
可能性 

①病害虫無

発生の地

域、生産

地又は生

産用地の

設定及び

維持 

ISPM 4
（FAO, 
2024）又は

10（FAO, 
2016a）に基

づき設定及び

維持する。 

〔有効性〕 
 ISPMに基づき輸出国植物

防疫機関が設定、管理及び

維持する病害虫無発生の地

域、生産地又は生産用地で

あって、ToMMVの感染が

ないことを確認した種子を

利用することができれば、

有効である。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出国において適切に管理

されることが必要である

が、実行可能と考えられ

る。 

 
輸出国 

（輸出前） 

 
○ 

 
○ 

②システム

ズアプロ

ーチ 

ISPM 14
（FAO, 
2019）に基づ

き実施する。 

複数の管理措置の組合せであ

るシステムズアプローチの有

効性及び実行可能性について

は、具体的に提案される管理

措置の内容を検討する必要が

ある。 

 
輸出国 

（輸出前） 

 
－ 

 
－ 

③栽培地検

査 
栽培期間中に

生育場所にお

いて植物の症

状等を観察す

る。 

〔有効性〕 
 ToMMVの宿主植物である

トマト及びトウガラシは、

栽培期間中に症状を現すた

め、有効である。 
 しかし、症状を現す場合で

も、他の病原体等による症

状及び複合感染を区別でき

ない場合があるため、効果

は限定的である。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出国において、適切な検

査が行われる必要がある

が、実行可能と考えられ

 
輸出国 

（栽培中） 

 
▽ 

 
○ 
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る。 

④精密検定 血清学的診断

法、遺伝子診

断法等を実施

する。 

〔有効性〕 
 ELISA法及びイムノクロマ

ト法により、植物体及び種

子から検出可能であるが、

ToMMV、TMV及びToMV
の識別はできない。 

 Tobamovirus属のユニバー

サルプライマーを用いた

RT-PCR法により得られた

増幅産物をシークエンス解

析又はToMMVに特異的な

プライマーにより検出が可

能である。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出入国において検定施設

を有するとともに、ELISA
キット、イムノクロマトキ

ット、特異的なプライマー

及びポジティブコントロー

ルが必要であるが、実行可

能と考えられる。 

 
輸出国 

（輸出前） 
 
 

輸入国 
（輸入時） 

 
○ 
 
 
 
○ 

 
○ 
 
 
 
○ 

⑤検査証明

書への追

記 

輸出国での目

視検査の結

果、ToMMV
に感染してい

ないことを確

認し、その旨

を検査証明書

に追記する。 

〔有効性〕 
輸出検査時に症状を明瞭に

現す場合は有効である。 
しかし、潜在感染している

場合があり、見逃す可能性

があるため、効果は限定的

である。 
種子は症状が報告されてい

ないため、有効でない。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出国において適切な検査

が行われる必要があるが、

実行可能と考えられる。 

 
輸出国 

（輸出時） 

 
▽ 

（栽植用

種子×） 

 
○ 

⑥輸出入検

査（目視

検査） 

植物の症状等

を確認する。 
〔有効性〕 
 輸出入検査時に症状を明瞭

に現す場合は有効である。 
 しかし、潜在感染している

場合があり、見逃す可能性

があるため、効果は限定的

である。 

 
輸出国 

（輸出時） 
 
 
 

輸入国 

 
▽ 

（栽植用

種子×） 
 
 
▽ 

 

○ 
 
 
 
 
○ 
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 種子は症状が報告されてい

ないため、有効でない。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出入国において通常実施

されている検査であり、実

行可能である。 

（輸入時） （栽植用

種子×） 

⑦隔離栽培

中の検査 

輸入後、国内

の施設におい

て一定期間栽

培し、生物検

定（感受性植

物への接種試

験）や精密検

定を実施す

る。 

〔有効性〕 
症状発現まで時間を要する

場合でも、栽培施設で適切

に管理することにより検査

が可能である。 
症状が現れない場合でも、

隔離期間中に特異的な抗原

抗体反応による検定やプラ

イマーを用いた検定により

検出が可能である。 
 
〔実行可能性〕 
 多年生植物は、隔離栽培中

の検査の対象とすることが

可能であるが、隔離栽培が

できる施設が限られてお

り、検査できる数量等が制

限される。そのため、隔離

栽培運用基準（農林省, 
1968）に規定されていない

宿主植物を新たに隔離栽培

する場合は、隔離施設の整

備及び栽培管理のための条

件を整える必要があること

から、限定条件下で実行可

能である。 

 
輸入国 

（輸入後） 

 
○ 

 
▽ 

有効性   ○：効果が高い 
▽：限定条件下で効果がある 
×：効果なし 
－：検討しない 

実行可能性 ○：実行可能 
▽：限定条件下で実行可能 
×：実行困難 
－：検討しない 

 
２．経路ごとのToMMVに対するリスク管理措置の選択肢の検討 
（１）栽植用植物 
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ア 検討結果 
病害虫無発生の地域、生産地又は生産用地の設定及び維持（選択肢①）は、ToMMVの入り

込みの可能性に対して有効な管理措置である。なお、病害虫無発生地域等の設定及び維持は、

宿主植物の栽培環境、病害虫管理等を含む各種要因に影響を受けるため、個別案件ごとに具

体的な内容を輸出国植物防疫機関が示し、日本がその許諾を判断する必要がある。 
精密検定（選択肢④）は、疑似症状を示した葉を中心に抽出した葉についてToMMV に特

異的なプライマーを用いたRT-PCR法によりToMMVを検出できるため、輸出前又は輸入時

の精密検定は有効な管理措置である。 
 

イ リスク管理措置の特定 
栽植用植物に対する管理措置として、ToMMV の入り込みの可能性を低減させることが可

能であり、かつ必要以上に貿易制限的でないことを考慮し、以下を特定した。なお、以下の

いずれかの管理措置を実施する必要がある。 
 

○ 輸出国（輸出前）において、荷口全体（同一の荷口単位）の植物を対象に輸入植物検疫

規程（農林省, 1950b）別表第１の６項２号の規定に基づく検査数量相当について、目視検

査及びToMMVに特異的なプライマーを用いたRT-PCR法による検定を行い、ToMMVに

感染していないことを確認し、その旨を検査証明書に追記する。 
○ 輸入国（輸入時）において、輸入植物検疫規程（農林省, 1950b）別表第１の６項２号の

規定に基づく検査数量について、目視検査及びToMMVに特異的なプライマーを用いたRT-
PCR法による検定を行い、ToMMVに感染していないことを確認する。 

 
輸入植物検疫規程（農林省, 1950b）別表第１の６項２号 

検査荷口の大きさ 検査する数量 
1,000本未満 
1,000本以上    1,841本未満 
1,841本以上    4,601本未満 
4,601本以上    9,201本未満 
9,201本以上   24,001本未満 

24,001本以上 

30%以上 
300本以上 
400本以上 
500本以上 
600本以上 
800本以上 

 
（２）栽植用種子（トウガラシ及びトマト） 

ア 検討結果 
病害虫無発生の地域、生産地又は生産用地の設定及び維持（選択肢①）は、栽植用種子に

おいて有効な管理措置である。 
精密検定（選択肢④）は、採種用親植物又は種子についてToMMV に特異的なプライマー

を用いたRT-PCR法によりToMMVを検出できるため、輸出前又は輸入時の精密検定は有効

な管理措置である。 
 

イ リスク管理措置の特定 
栽植用種子に対する管理措置として、ToMMV の入り込みの可能性を低減させることが可

能であり、かつ必要以上に貿易制限的でないことを考慮し、以下の選択肢を特定した。なお、

以下のいずれかを実施する必要がある。 
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○ 輸出国（輸出前）において、採種用親植物又は種子についてToMMVに特異的なプライ

マーを用いたRT-PCR法による検定を行い、ToMMVに感染していないことを確認し、そ

の旨を検査証明書に追記する。 
○ 輸入国（輸入時）において、種子について ToMMV に特異的なプライマーを用いた RT-

PCR法による検定を行い、ToMMVに感染していないことを確認する。 
 

なお、種子の検定を行う場合は、ISTAが定める国際種子検査規程（International Rules for 
Seed Testing）の抽出方法（ISTA, 2025）に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出

した規定の種子数について検定を行う。規定の種子数については、ToMMV に関し、検定粒

数や感染種子率に係る情報を記載した文献はないことから、現時点では、99%の検出確率で

0.1%の感染種子を検出可能なサンプルサイズとして、通常ロットの場合（同一の荷口当たり

の種子数が46,000粒以上）は、ロット当たり一律4,600粒（検定実施においてはサブサンプ

ル 400 粒以下）となる。なお、小ロットの場合（同一の荷口当たりの種子数が 46,000 粒未

満）は、その種子数の10%（検定実施におけるサブサンプルは400粒以下）とする（種子検

定に係る詳細は参考参照）。 
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別紙１ 
 

Tomato mottle mosaic virus の発生国等の根拠 
 

国又は地域 ステータス 根拠文献 備考 

アジア    
インド 発生 Mazumder et al., 2024 追加 
中華人民共和国 発生 Li et al., 2014  

中東    
イスラエル 発生 Turina et al., 2016  

イラン 発生 
Padmanabhan et al., 2015; 
Turina et al., 2016 

 

欧州    
スペイン 発生 Ambros et al., 2017  
チェコ 発生 EPPO, 2020  

北米    
アメリカ合衆国    

カリフォルニア州 発生 Sui et al., 2017  
サウスカロライナ州 発生 Sui et al., 2017  

ニューヨーク州 発生 Padmanabhan et al., 2015  

フロリダ州 発生 Webster et al., 2014  

中南米    
ブラジル 発生 Nagai et al., 2018  
メキシコ 発生 Li et al., 2013  
注）備考欄の「追加」は、文献情報等に基づき令和８年２月 24 日改訂時に追加した国。 
 
※ 以下の国又は地域については、発生状況が不明のため、継続調査とする。 

国又は地域 ステータス 根拠文献 備考 

アジア    
台湾 詳細不明 農林水産省植物防疫所, 2025 2021 年の輸入検

査における検出事

例のみ 
ベトナム 詳細不明 農林水産省植物防疫所, 2025 2021 年の輸入検

査における検出事

例のみ 
ミャンマー 詳細不明 農林水産省植物防疫所, 2025 2021 年の輸入検

査における検出事

例のみ 
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別紙２ 

 
Tomato mottle mosaic virusの宿主植物の根拠 

 

 
※以下の植物については、宿主植物としての根拠が不明のため、継続調査とする。 

科名 学名 シノニム 
和名 

英名 根拠文献 備考 
属名 種名 

ナス科

（Solanaceae） 
Capsicum annuum  トウガラシ属 トウガラシ chili pepper, 

sweet pepper 
Lovelock et al., 2020 
 

 

ナス科

（Solanaceae） 
Capsicum annuum 
var. grossum 

 トウガラシ属 ピーマン bell pepper Li et al., 2014  

ナス科

（Solanaceae） 
Capsicum frutescens  トウガラシ属 キダチトウガラ

シ 
 Li et al., 2014  

ナス科

（Solanaceae） 
Lycopersicon 
esculentum 

Solanum 
lycopersicum 

トマト属 トマト tomato Li et al., 2013 
Nagai et al., 2018 

 

ナス科

（Solanaceae） 
Solanum melongena  ナス属 ナス eggplant Chai et al., 2018  

マメ科

（Leguminosae） 
Pisum sativum  エンドウ属 エンドウ pea Zhang et al., 2022  

科名 学名 シノニム 
和名 

英名 根拠文献 備考 
属名 種名 

ナス科

（Solanaceae） 
Nicotiana tabacum  タバコ属 タバコ tobacco Dong et al., 2020  

マメ科

（Leguminosae） 
Cicer arietinum  ヒヨコマメ属 ヒヨコマメ chickpea Pirovano et al., 2015  

マメ科

（Leguminosae） 
Phaseolus vulgaris  インゲンマメ属 インゲンマメ common 

bean 
Alavi and Massumi, 2014 
Li et al., 2017 
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別紙３ 
Tomato mottle mosaic virusの宿主植物に関連する経路の年間輸入検査量 

（発生国からの貨物、郵便物及び携帯品） 
（１）栽植用種子 

単位（数量）：kg 

植物名 生産国 
  2022   2023   2024 

件数 数量 件数 数量 件数 数量 

Capsicum annuum var. 
grossum (PIMENTO) 
(ﾋﾟー ﾏﾝ) 

ｲﾝﾄ  ゙ 7 25 2 2 1 1 

中国     1 1 2 2 

米国 1 1         

Capsicum annuum var. 
longum(ﾊﾟﾌﾟﾘｶ) 

ｲｽﾗｴﾙ     1 1 1 1 

ｲﾝﾄ  ゙     1 4     

中国         1 1 

Capsicum annuum 
(ﾄｳｶﾞﾗｼ) 

ｲｽﾗｴﾙ 5 5 9 9 1 1 

ｲﾝﾄ  ゙ 82 516 65 337 35 326 

ｽﾍﾟｲﾝ     1 2 394 394 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 3 245 18 18 25 25 

ﾒｷｼｺ     4 4 4 4 

中国 41 487 22 100 32 701 

米国 23 27 11 11 4 4 

Lycopersicon 
esculentum var. 
cerasiforme(ﾁｪﾘｰﾄﾏﾄ) 

中国     2 2 2 2 

Lycopersicon 
esculentum(=Solanum 
lycopersicum)(ﾄﾏﾄ) 

ｲｽﾗｴﾙ 10 10 10 10 4 4 

ｲﾝﾄ  ゙ 72 582 86 521 104 904 

ｽﾍﾟｲﾝ 7 7 77 77 115 115 

ﾁｪｺ     1 1     

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 25 208 30 153 33 174 

ﾒｷｼｺ 37 37 27 27 30 30 

中国 113 298 71 200 24 261 

米国 25 25 9 9 58 58 
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参考 
 

種子の検定を実施する場合の粒数の考え方について 
 
１ 検査用主試料の抽出方法（１次抽出） 

ISTA が定める国際種子検査規程の抽出方法（ISTA Rules 2025 Chapter 2: Sampling）
（ISTA, 2025）に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に検査用の主試料を抽出し、

その中から、以下の検定用試料として規定の数量を抽出する。 
 
２ 検定用試料の抽出方法（２次抽出） 

検定用試料については、ISTA の抽出方法に準拠した方法で、ISPM 31「Methodologies 
for sampling of consignments」（FAO, 2016b）を根拠とした、以下のポアソン分布に基

づく抽出量の計算式（山村, 2011）に基づいた抽出理論による検定数量について抽出する

（小ロットについては下記（２）参照。）。 
 

𝑛 = −
𝑙𝑜𝑔௘（1 − 𝛽）

𝑝
 

 
n：抽出量 
β：検出確率（信頼度） 
p：限界不良植物率（不良率の上限） 

 
 

本式では、病害虫の付いた植物を不良植物とし、不良植物率が p 以上の荷口が国内へ

入ってくるリスクを、n 個検査することにより、1－β 以下に制御する。 
 
（１）通常ロットの種子検定対象の２次抽出量(n)の基本的な考え方 

個々の病原体の具体的な種子検定粒数の根拠とできる技術的情報がない場合は、国

際種子連盟（International Seed Federation（ISF））等国内外の検定方法の諸情報を総

合的に考慮し、種子検定のための２次抽出量(n)は、ウイルス・ウイロイドについては、

限界不良植物率（＝ロットにおいて検出しようとする最低感染種子率）(p)の暫定値と

して 0.001（＝0.1%＝荷口 1000 粒/ロット中、感染種子１粒）、検出確率(β)は 99%を

採用し、上記ポアソン分布の式を用いて 4,606 粒／ロット要することとする。 
 

 
検出確率

(β) 
限界不良植物率 (p) 

（暫定値） 
２次抽出量(n)→検定用の

主試料／ロット当たり 
ウイルス･ 
ウイロイド 

99% 0.001 約 4,600 粒 

 
＜Tomato mottle mosaic virus（ToMMV）についての検定用抽出量の検討詳細＞ 

ToMMV の検定粒数や種子感染率(p)に係る情報を記載した文献はないことから、

現時点では、上記で算出した検定粒数の約 4,600 粒/ロットは妥当と考える。 
よって、ToMMV の場合の検定のための数量は、下記（２）で示す同一の荷口当た

りの種子数が少ない場合（小ロット）以外は、その同一の荷口当たりの種子数に関

わりなく一律に約 4,600 粒／ロットとする。 
 
（２）小ロットの種子検定対象の抽出量の基本的な考え方 
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小ロット（同一の荷口当たりの種子数が少量の場合。例えば、規定の検定数量を確

保する場合が困難な場合）の２次抽出量については、次の考え方に基づくこととする。 
なお、小ロットの範囲とは、上記（１）で計算した２次抽出量の値が、検出対象の

同一の荷口当たりの種子の数量（検査荷口の大きさ（母集団））の 10%となるまでの値

の範囲とする。 
 

限界不良植物率（p） 
（暫定値） 

小ロットの範囲 

ウイルス･ウイロイド（0.001） 約 46,000 粒未満 
 

よって、ToMMV の宿主植物の種子については、小ロットの場合、ロット当たりの数

量が約 46,000 粒未満の場合、10%抽出することとする。 
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